
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
道
路
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五

○
経
営
事
項
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六

公
安
委
員
会

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
北
原
下
条
南
割
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

韮
崎
市
大
字
大
草
町
字
若
尾
二
〇
四
二
番
の
二
地

旧

七
・
〇
〜

二
〇
二
・
五

先
か
ら

二
三
・
〇

韮
崎
市
大
字
大
草
町
字
若
尾
九
一
四
番
の
一
地
先

ま
で

新

一
一
・
〇
〜

二
〇
二
・
五

二
三
・
〇

山
梨
県
告
示
第
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

東
八
代
郡
石
和
町
唐
柏
字
池
田
三
百
十
七
番
十
三

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
　
四
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
十
四
・
五
七
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
一
月
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
白
ゆ
り
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
赤
岡
敦

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
向
町
八
百
五
十
三
番
地
一

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
高
齢
者
及
び
障
害
者
に
対
し
て
、
介
護
及
び
健
康
維
持
、
増
進
を
図
る
こ
と
を
目

指
し
、
も
っ
て
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

�

経
営
事
項
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
九
号
　
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

一
月
二
十
四
日

第
千
二
百
五
十
九
号

木　曜　日



建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
う
経
営
事
項
審
査
（
経
営
状

況
分
析
を
除
く
。）
の
申
請
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
申
請
時
期
及
び
方
法

１
　
申
請
時
期

知
事
が
経
営
事
項
審
査
受
付
票
（
以
下
「
受
付
票
」
と
い
う
。）
に
よ
り
指
定
し
た
日
時
と
す

る
。

２
　
申
請
方
法

（一）

経
営
事
項
審
査
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
し

た
後
に
、
申
請
日
時
等
を
指
定
し
た
受
付
票
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

（二）

（一）
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
た
に
法
第
三
条
に
基
づ
く
建
設
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
、
当
該
許

可
後
の
営
業
年
度
終
了
の
日
以
前
に
経
営
事
項
審
査
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
許

可
後
速
や
か
に
、
申
請
日
時
等
を
指
定
し
た
受
付
票
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

（三）

申
請
者
は
、
申
請
書
類
を
知
事
が
受
付
票
に
よ
り
指
定
し
た
場
所
に
持
参
す
る
こ
と
。

二
　
申
請
に
必
要
な
書
類

１
　
申
請
書
及
び
添
付
書
類

（一）

経
営
事
項
審
査
申
請
書

（二）

工
事
経
歴
書

（三）

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
求
め
る
次
に
掲
げ
る
書
類

審
査
手
数
料
収
入
証
紙
貼
ち
ょ
う

付
書

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
加
入
証
明
書

建
設
業
国
民
健
康
保
険
加
入
及
び
事
業
所
証
明
書

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
加
入
証
明
書

退
職
一
時
金
制
度
加
入
証
明
書

企
業
年
金
制
度
加
入
証
明
書

法
定
外
労
働
災
害
補
償
制
度
加
入
証
明
書

消
費
税
納
税
証
明
書
（
そ
の
一
）

２
　
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
を
求
め
る
次
に
掲
げ
る
書
類

建
設
業
許
可
通
知
書
及
び
申
請
書
の
副
本

建
設
業
許
可
に
係
る
変
更
届
及
び
廃
業
届
の
副
本

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
書
類
の
副
本

前
回
の
経
営
事
項
審
査
申
請
書
の
副
本

経
営
状
況
分
析
終
了
通
知
書

法
人
税
又
は
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
控
え

消
費
税
の
確
定
申
告
書
の
控
え

所
得
税
の
源
泉
徴
収
簿

工
事
請
負
契
約
書

工
事
施
工
体
系
図
及
び
工
事
施
工
体
系
台
帳

竣
工
時
カ
ル
テ
受
領
書

労
働
災
害
保
険
申
告
書

雇
用
保
険
申
告
書

健
康
保
険
被
保
険
者
標
準
報
酬
決
定
通
知
書

厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
標
準
報
酬
決
定
通
知
書

建
設
業
経
理
事
務
士
合
格
証

３
　
申
請
書
用
紙
の
取
扱
先

社
団
法
人
山
梨
県
建
設
業
協
会
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
四
番
十
九
号
　
電
話
〇
五
五
│
二

三
五
│
四
四
二
一

三
　
経
営
事
項
審
査
手
数
料

１
　
手
数
料

八
千
五
百
円
に
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
一
種
類
に
つ
き
二
千
五
百
円
と
し
て
計
算
し
た

額
を
加
算
し
た
額

２
　
納
付
方
法

山
梨
県
収
入
証
紙
を
審
査
手
数
料
収
入
貼
ち
ょ
う

付
書
に
は
り
付
け
る
こ
と
。

四
　
経
営
事
項
審
査
の
結
果
の
通
知

経
営
事
項
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
郵
送
で
通
知
す
る
。

五
　
そ
の
他

１
　
経
営
状
況
分
析
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
七
条
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
経
営
状

況
分
析
機
関
が
公
示
す
る
申
請
時
期
、
方
法
等
に
従
い
申
請
す
る
こ
と
。

２
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
土
木
部
土
木
総
務
課
建
設
業
担
当
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一

八
四
三
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
九
号
　
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日

三
六



山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

韮
崎
市
藤
井
町
北
下
條
字
大
原
二
三
八
一
の
一
、
二
三
八
三
の
二
、
二
三
八
三
の
三
、
二
三
二
五

の
五
及
び
二
三
八
一
の
九
並
び
に
字
岩
上
二
三
九
三
の
二
、
二
三
九
九
の
一
、
二
四
一
四
の
一
及
び

二
四
一
四
の
二
並
び
に
北
下
條
坂
井
字
村
ノ
前
五
二
九
の
四
及
び
七
〇
六
の
一
二

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
港
区
赤
坂
五
丁
目
三
番
六
号
　
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
東
哲
郎

公
安
委
員
会

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
七
年
一
月
二
十
三
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
福
ふ

株
式
会
社

一
〇
〇
五
一
五

役
　
井
置
定
男

機

く
神

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

〇
一
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

京
楽
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
柔
キ

京
楽
産
業

一
〇
〇
五
六
九

役
　
榎
本
宏

機

ッ
ズ
極
編

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
尾
頭
橋

規
則
第
六
条
第

Ｚ
２

三
丁
目
二
〇
番
八
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

ア
イ
ジ
ー
テ
ィ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式

回
胴
式
遊
技
機

ハ
ー
レ
ー

ア
イ
ジ
ー

一
四
〇
五
六
五

会
社
　
代
表
取
締
役
　
ス
コ
ッ
ト

規
則
第
六
条
第

ダ
ビ
ッ
ド

テ
ィ
ー
ジ

・
ウ
ィ
ン
ゼ
ラ
ー

二
号
（
別
表
第

ソ
ン

ャ
パ
ン
株

東
京
都
港
区
愛
宕
一
丁
目
三
番
四

五
）

式
会
社

号
愛
宕
東
洋
ビ
ル
七
階

株
式
会
社
メ
ー
シ
ー
販
売
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

サ
ン
ダ
ー

株
式
会
社

一
四
〇
五
九
六

取
締
役
　
別
所
直
鋼

規
則
第
六
条
第

Ｖ
２
│
３

メ
ー
シ
ー

沖
縄
県
宜
野
湾
市
真
志
喜
二
丁
目

二
号
（
別
表
第

０

販
売

一
三
番
一
〇
号

五
）

株
式
会
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